
高崎市内の土地や家屋の所有者（納税義務者）が

亡くなられたときに必要な手続について
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 高崎市内の土地や家屋の所有者（納税義務者）が亡くなられた場合には、法務局において相続登記

（所有権移転登記等）を行うことをご検討ください。今後、時間が経てば経つほど、相続関係がより複

雑になり、話し合いがまとまりにくくなることなどが懸念されるためです。

 相続登記が行われるまでは、原則として、所有者（納税義務者）が亡くなられたときから相続人の方

全員でその土地や家屋を共有している状態となります（民法第８９８条）。また、複数の方で共有する

土地や家屋の固定資産税については、法律上、共有する方全員が連帯して納税する義務を負うことに

なっています（地方税法第１０条の２）。

 上記１、２のことからも、できるだけ早めに相続登記をされることをおすすめいたします。しかし、

ご事情などによっては、すぐに行えないような場合もあろうかと思いますので、まずは、市に「固定資

産税納税義務代表者申告書（相続人代表者届出書）」をご提出ください。

 この申告書は、高崎市内の土地や家屋の所有者（納税義務者）が亡くなられた場合に、現所有者

（※）の方に申告していただくものです。現所有者であることを知った日の翌日から３か月以内に提出

してください（市税条例第７４条の３）。ご提出いただくことにより、 次年度以降、相続登記がお済み

になるまでは、申告していただいた内容に基づき、代表者の方宛に納税通知書を送付いたします（所有

権を定めるものではありませんので、代表者の方以外の納税義務が無くなるわけではありません。）。

また、正当な事由なく申告をしなかった場合には、過料を科することが規定されています（市税条例第

７５条）。

 ※ 現所有者・・・登記簿等に土地や家屋の所有者として登記・登録されている方が亡くなられて

          いる場合に、その土地や家屋を所有している方のことを言い、主に相続人の方

          がこれにあたります（地方税法第３８４条の３）。

 書類の書き方、提出の方法などご不明な点がありましたら、お手数でも担当までお問い合わせくださ

い（裏面も併せてご覧ください。）。

１ 法務局での相続登記について

２ 相続人による共有と連帯納税義務について

３ 市への申告書の提出について



はい

はい

はい

はい

はい

はい

※ 記入する人が複数おられる場合には、代表者についてご相談のうえ、提出してください。

※ これは、発生し得る全ての相続のパターンを網羅したものではありません。

固定資産税納税義務代表者申告書（相続人代表者届出書）の「相続人」欄に記入する人について

記入する人は以上です。

記入する人は以上です。

記入する人は以上です。

記入する人は以上です。

記入する人は以上です。

いいえ

いいえ

確認する

いいえ
配偶者がいない、また

は既に亡くなっている

ほかに記入が必要な人

がいるか確認する

いいえ
（子どもはいない）

記入する人は以上です。

いいえ
既に亡くなっている

いいえ
既に全員

亡くなっている

③亡くなられた方には、配偶者がおられ
ますか？

配偶者は、ご健在であれば常に相続人
になるため、記入してください。

④亡くなられた方には、お子さんがおら
れますか？（養子を含みます。）

⑤亡くなられた方のお父様又はお母様は、
ご健在ですか？（養親を含みます。）

お子さんを記入してください。
※お子さんが先に亡くなられている場
合、お孫さんとなる場合があります。

祖父母以上の直系尊属に当たられる方
でご健在の方を記入してください。

亡くなられた方のごきょうだいを記入してください。
※ごきょうだいが先に亡くなられている場合、甥や姪の方となる場合があります。

②相続人の方々で遺産分割協議書が作
られましたか？または、亡くなられた方
は、遺言書を作られましたか？

法定相続人を記入します。次に進み、「相続人」欄に記入する人について確認してください。

遺産分割協議書又は遺言書に基づき、
亡くなった方の土地や家屋を相続した
方を記入してください。

①亡くなられた方が所有者（納税義務
者）でいらっしゃった土地や家屋の相
続登記は、お済みですか？

備考欄に登記完了日を記入のうえ、相
続登記により新たな所有者となった方
を記入してください。

⑥亡くなられた方の祖父母以上の直系尊
属に当たられる方は、ご健在ですか？

お父様又はお母様でご健在の方を記入し
てください。


